
基安化轟第0702002骨  

平成16年7月 2 日  

関係都道府県労働局労働基準部  

労働衛生主務課長 殿  

（福島、埼玉、神奈川、敦賀、大阪、熊本）  

厚生労働省労働基準局   

安全衛生部化学物質対策課長   

（契 印 省 略）  

石線を含有することが明らかとなった蛇紋岩系モルタル痕和材に係る指導について   

蛇紋岩系モルタル混和材中の石綿の含有について早ま、本日、本省において記者発表を行  

うとともに、都道府県労働局長に対し同様な製品の把撞、適切な表示等の指導等に’っいて  

通達を発出したところである。   

記者発表において公表した混和材については別紙のとおりであり、貴局の管轄であると  

思われるので、下記により関係事業場の指導をお願いする。   

なお、各社には本省よりすでに概要の説明をしていることを申し添える。 

記  

1 指導内容  

（1）表示等の改善   

① 製品の容琴、包装に労働安全衛生汝第57条に基づく表示を付すこと。   

② 製品を譲渡、提供する場合は、相手方に労働安全衛生抵第57条の2に基づく文書  

（MSDS）を交付すること。   

③ ディーラーの手元にある物、ユーザーにまで渡った物についても可能な限り表示  

の変更、文書の交付、必要な説明を行うこと。  

（2）製造現場等の健康障害防止対策   

・石綿含有モルタル混和材を製造又は取り扱う労働者に対する特定化学物質等障害予   

防規則等に基づく健康障害防止措置の実施  

2 遅くとも1か月以内を目途とした期限を切って改善報告を提出させるとともに、局か   

ら本省化学物質対策課にも当該報告の写しを添えて、指導結果について報告すること。  

3 関係する局が複数になる場合は、必要に応じ連携を図ること。   



別紙  

蛇紋岩系モルタル混和材関係情報  

昏号   
商 品 名   指導実施局   本社、販売者等   エ場、製造者等  備考   

でELO6－67（）8・8131  


